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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車輌のシャシフレーム上に架装した基台上に旋回駆動手段により旋回駆動自在に取付け
た旋回ポストと、当該旋回ポストの上部に基端部を起伏自在に枢支され先端部に作業装置
を取付けた伸縮ブーム、前記旋回ポストが格納姿勢に対応した格納旋回位置に旋回したこ
とを検出して旋回停止信号を出力する旋回停止位置検出手段、及び当該旋回停止位置検出
手段からの旋回停止信号を受けて前記旋回駆動手段による旋回ポストの旋回駆動を停止さ
せる旋回停止手段とで構成した旋回式作業機の旋回停止装置において、
前記旋回停止位置検出手段を、前記基台と旋回ポスト間に取付けられ、所定角度幅の被検
出領域を持つ被検出部材と、当該被検出部材の被検出領域に略合致した角度幅だけ離間し
て配置した２個の旋回位置検出手段であって両者が同時に作動した時に前記旋回停止信号
を出力する２個の旋回位置検出手段で構成したことを特徴とする車載式作業機の旋回停止
装置。
【請求項２】
　前記旋回駆動手段による旋回ポストの駆動速度を低速に規制する旋回速度規制手段を設
け、当該旋回速度規制手段を前記２個の旋回位置検出手段のうちいずれか一方の検出手段
の検出信号で作動するよう構成したことを特徴とする請求項１記載の車載式作業機の旋回
停止装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明は、車輌の運転室と荷台間に架装されるよう構成したクレーンや高所作業機等の車
載式作業機の旋回停止装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
車輌の運転室と荷台間に架装されるよう構成した車載式作業機として、図４～図７に示す
如き車載式クレーンがある。当該車載式クレーンは、車輌１の運転室２と荷台３間に位置
した左右のシャシフレーム1a上に架装したクレーン基台４と、当該クレーン基台４上の車
幅方向一側に偏寄した位置に立設され旋回駆動手段12で旋回駆動される旋回ポスト５、当
該旋回ポスト５の上部に枢支され起伏シリンダ８で起伏駆動並びにブーム伸縮用シリンダ
７で伸縮駆動される伸縮ブーム６、及び当該伸縮ブーム６の先端部6aから吊下げられウイ
ンチ装置10で巻上げ巻下げ駆動されるフックブロック11とで構成されている。
【０００３】
図６は、車載式クレーンを駆動制御する油圧制御装置であり、当該油圧制御装置はエンジ
ン13で駆動される油圧ポンプ14と、当該油圧ポンプ14からの圧油を前記旋回駆動手段12に
給排して旋回ポスト５を旋回駆動する旋回制御弁15、圧油を前記起伏シリンダ８に給排し
て伸縮ブーム６を起伏駆動する起伏制御弁16、圧油を前記ウインチ装置10に給排してフッ
クブロック11を巻上げ巻下げ駆動するウインチ制御弁17、及び圧油を前記ブーム伸縮用シ
リンダ７に給排して伸縮ブーム６を伸縮駆動する伸縮制御弁18とで構成されている。
【０００４】
そして、これら各制御弁15，16，17，18は、有線あるいは無線で遠隔操作可能な遠隔操作
装置19で遠隔操作されるようになっている。当該遠隔操作装置19は、オペレータが携帯し
て操作する送信器20と、当該送信器20からの操作信号を受信して対応する各制御弁15，16
，17，18に対し弁切換信号を出力して当該制御弁を切換制御するコントローラ21とで構成
されており、オペレータが送信器20を駆動したい方向、例えば伸縮ブーム６を右旋回させ
る場合には送信器20を右旋回側に操作すれば、この操作信号を受信したコントローラ21が
操作信号に対応した旋回制御弁15に対し右旋回位置ａへの弁切換信号を出力して当該制御
弁を切換制御し、圧油を旋回駆動手段12に供給して旋回ポスト５を右旋回方向に駆動する
ようになっている。
【０００５】
また、当該コントローラ21は、各制御弁15，16，17，18に対し弁切換信号を出力すると共
に、油圧ポンプ14を駆動するエンジン13に対しエンジン回転増速信号を出力するようにな
っている。すなわち、当該コントローラ21は、送信器20からの操作信号が小さい時には各
制御弁15，16，17，18に対する弁切換信号のみを出力してエンジン13を低速状態のままで
駆動するが、操作信号が所定以上になった時には各制御弁15，16，17，18に対する弁切換
信号と共にエンジン13に対しエンジン回転増速信号を出力してエンジン13を高速状態にし
て高速駆動ができるようになっている。
【０００６】
このように構成した車載式クレーンは、フックブロック11に荷物を吊下げた状態で、旋回
制御弁15を切換制御して旋回ポスト５を旋回駆動すると共に、起伏制御弁16を切換制御し
て起伏シリンダ８を起伏駆動並びに伸縮制御弁18を切換制御してブーム伸縮用シリンダ７
を伸縮駆動させて伸縮ブーム先端部6aを任意な位置に移動させ、この状態でウインチ制御
弁17を切換制御してウインチ装置10を駆動しフックブロック11を巻上げ巻下げ動させてク
レーン作業を行うようになっている。
【０００７】
また、クレーン作業が終了して車輌１を走行させる時には、図４に示す如く伸縮ブーム６
を車輌１の運転室２と荷台３間の格納空間Ａ内（図５参照）に旋回させ、この状態で当該
伸縮ブーム６を最縮小並びにフックブロック11を最巻上げ位置まで巻上げ駆動し、伸縮ブ
ーム６を先端下がり状態（水平面から略40°倒伏した状態）となるまで倒伏させて格納す
るようになっている。
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【０００８】
このように、伸縮ブーム６を運転室２と荷台３間の格納空間Ａ内に格納するよう構成した
車載式クレーンは、当該格納空間Ａが極めて狭い範囲に設定されているため、格納時に伸
縮ブーム６を精度よく格納旋回位置Ｓ（格納旋回位置Ｓの許容誤差は約２°）に停止させ
る必要があった。このため、この種の車載式クレーンには、旋回ポスト５が当該格納旋回
位置Ｓに旋回したことを旋回停止位置検出手段22で検出して、主回路23に介装した主リリ
ーフ弁24をアンロードさせて前記旋回駆動手段12による旋回ポスト５の旋回駆動を停止さ
せる旋回停止手段25が取付けられていた。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の旋回停止位置検出手段22は、図７に示す如く１個の近接センサ22a
と、所定幅Φ0の被検出領域を持つ被検出部材22bで構成していたため、検出精度が悪く伸
縮ブーム６を格納旋回位置Ｓに正確に停止させることができないという問題が生じていた
。すなわち、１個のセンサ22aと被検出部材22bの組合わせによる旋回位置検出機構では、
センサ22aの検出信号を安定させる必要性から被検出部材22bの被検出領域幅Φ0を検出許
容幅以下（例えば、10mm以下）に設定することができなかった。また、この種の旋回位置
検出機構は、右旋回時の検出位置（図７実線図示状態）と左旋回時の検出位置（図７鎖線
図示状態）との間で角度差ΔΦ（被検出部材22bの被検出領域幅Φ0＋α）が生じ、この角
度差ΔΦが比較的小径の旋回ポスト５部に検出機構を取付けた場合には４～５°以上とな
り、このため格納旋回位置Ｓへの停止許容誤差である約２°の検出精度が確保できず、伸
縮ブーム６を格納旋回位置Ｓに正確に停止させることができないという問題が生じていた
。
【００１０】
本発明は、上記した従来の問題点に鑑み、微少な角度を精度よく検出可能な旋回停止位置
検出手段と、格納旋回位置からオーバーランすることなく正確に停止制御可能な旋回停止
手段を提供することを目的としている。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上記課題を解決するための手段として次の構成を有している。すなわち、本発
明の車載式作業機の旋回停止装置は、車輌のシャシフレーム上に架装した基台上に旋回駆
動手段により旋回駆動自在に取付けた旋回ポストと、当該旋回ポストの上部に基端部を起
伏自在に枢支され先端部に作業装置を取付けた伸縮ブーム、前記旋回ポストが格納姿勢に
対応した格納旋回位置に旋回したことを検出して旋回停止信号を出力する旋回停止位置検
出手段、及び当該旋回停止位置検出手段からの旋回停止信号を受けて前記旋回駆動手段に
よる旋回ポストの旋回駆動を停止させる旋回停止手段とで構成した旋回式作業機の旋回停
止装置を対象にしている。
【００１２】
そして、請求項１記載の旋回停止装置は、旋回停止位置検出手段を、基台と旋回ポスト間
に取付けられ、所定角度幅の被検出領域を持つ被検出部材と、当該被検出部材の被検出領
域に略合致した角度幅だけ離間して配置した２個の旋回位置検出手段であって両者が同時
に作動した時に旋回停止信号を出力する２個の旋回位置検出手段で構成している。
【００１３】
このように構成した請求項１記載の旋回停止装置は、２個の旋回位置検出手段が同時に作
動した時のみに旋回停止信号が出力されるようになっているので、被検出部材の被検出領
域幅の影響を受けることがないのである。このため、被検出部材の被検出領域幅を広く設
定してセンサの検出信号を安定させた場合でも、センサの取付位置を被検出部材の被検出
領域に略合致した角度幅だけ離間させた位置に設定することで、精度よく格納旋回位置を
検出することができるのである。
【００１４】
また、請求項２記載の旋回停止装置は、前記請求項１記載の旋回停止装置に付加して、旋
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回駆動手段による旋回ポストの駆動速度を低速に規制する旋回速度規制手段を設け、当該
旋回速度規制手段を２個の旋回位置検出手段のうちいずれか一方の検出手段の検出信号で
作動するよう構成している。
【００１５】
このように構成した請求項２記載の旋回停止装置は、前記旋回停止手段による旋回停止制
御に先立ち旋回駆動手段による旋回ポストの駆動速度を低速に規制することができるので
、旋回停止制御時における格納旋回位置からのオーバーランを少なくすることができ、伸
縮ブームを正確に停止させることができるのである。なお、この旋回速度規制手段の作動
は、２個の旋回位置検出手段のうちいずれか一方の検出手段の検出信号で作動するように
なっているため、別途検出手段を設ける必要がないのである。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、図１～図３に基づき本発明の具体的な実施形態について説明する。なお、本発明に
係る旋回停止装置は、前述した従来の旋回停止装置の旋回停止位置検出手段の構成を変更
すると共に、旋回速度規制手段を付加したものであり以下の説明ではその相違点を中心に
説明するものとする。
【００１７】
なお、以下の説明における実施形態では、旋回停止装置を車載式クレーンに適用した例に
ついて説明するが、伸縮ブームの先端部に作業者搭乗用の作業台を取付けて高所作業を可
能にした車載式の高所作業機等にも同様に適用可能である。
【００１８】
図１には、油圧制御装置を含む車載式クレーンの要部構成が、また図２には旋回停止位置
検出手段の構成が、また図３には旋回停止位置検出手段の検出方法が示されている。
【００１９】
本発明における車載式クレーンは、従来のものと同様にクレーン基台４の車幅方向一側に
偏寄した位置に立設され旋回駆動手段12で旋回駆動される旋回ポスト５と、当該旋回ポス
ト５の上部に枢支され起伏シリンダ８で起伏駆動並びにブーム伸縮用シリンダ７で伸縮駆
動される伸縮ブーム６、及び当該伸縮ブーム６の先端部6aから吊下げられウインチ装置10
で巻上げ巻下げ駆動されるフックブロック11とで構成されている。
【００２０】
そして、当該車載式クレーンは、クレーン作業が終了して車輌１を走行させる際には、図
３に示す如く伸縮ブーム６を車輌１の運転室３と荷台３間の格納旋回位置Ｓに旋回させた
状態で、当該伸縮ブーム６を最縮小並びにフックブロック11を最巻上げ位置（ブーム基端
方向に揺動した格納位置）まで巻上げ駆動し、伸縮ブーム６を先端下がり状態（水平面か
ら略40°倒伏した状態）となるまで倒伏させて格納するようになっている。
【００２１】
24は、主リリーフ弁であり、ベント回路24aにはアンロード用開閉弁26と、低圧リリーフ
弁27を介装した低圧制御用開閉弁28が並列に接続されている。このため、アンロード用開
閉弁26を開弁位置ａに切換えれば、主リリーフ弁24がアンロード状態に制御されるので旋
回駆動手段12への圧油供給が断たれ当該旋回駆動手段12の旋回駆動を停止させることがで
きるのである。また、低圧制御用開閉弁28を開弁位置ａに切換えれば、低圧リリーフ弁27
が作動して主リリーフ弁24が低圧状態に制御されるので旋回駆動手段12への供給油量が減
り（低圧設定された主リリーフ弁24から供給油量の多くがブリードオフされ供給油量が減
る）当該旋回駆動手段12の駆動速度を減速させることができるのである。そして、当該ア
ンロード用開閉弁26と低圧制御用開閉弁28は、後述するコントローラ30の制御信号で切換
制御されるようになっている。なお、アンロード用開閉弁26でアンロード制御される主リ
リーフ弁24で、請求項１における旋回停止手段34を構成しており、低圧リリーフ弁27と低
圧制御用開閉弁28で低圧制御される主リリーフ弁24で、請求項２における旋回速度規制手
段34を構成している。
【００２２】



(5) JP 4421726 B2 2010.2.24

10

20

30

40

50

29は、遠隔操作装置であり、従来の遠隔操作装置19と同様にオペレータが携帯して操作す
る送信器20と、当該送信器20からの操作信号を受信して対応する各制御弁15，16，17，18
に対し弁切換信号を出力して該弁を切換制御するコントローラ30で構成されている。また
、当該コントローラ30には、前記旋回停止手段34と旋回速度規制手段34の制御機能が付加
されている。
【００２３】
31は、前記クレーン基台４の旋回ベアリング取付座32と旋回ポスト５の旋回ベアリングカ
バー33間に取付けた旋回停止位置検出手段である。当該旋回停止位置検出手段31は、図２
に示す如く旋回ベアリング取付座32に取付けた所定角度幅Φ（検出許容幅以上）の被検出
領域を持つ被検出部材31cと、旋回ベアリングカバー33に延出配置したブラケット33aに取
付けた２個の近接センサ31a，31bとで構成している。そして、当該２個の近接センサ31a
，31bの取付位置は、前記被検出部材31cの被検出領域に略合致した角度幅（略角度Φ）だ
け離間させた位置となるように設定されている。そして、これら２個のセンサ31a，31bで
検出した検出信号は、コントローラ30に入力されて次の如く制御信号を出力するようにな
っている。すなわち、図３ａの如く２個のセンサ31a，31bが共に被検出部材31cを検出し
ていない状態では何ら制御信号を出力せず、図３ｂの如く２個のセンサ31a，31bのうちい
ずれか一方のセンサが被検出部材31cを検出した状態では旋回速度規制手段35に対し旋回
減速信号を出力し、図３ｃの如く２個のセンサ31a，31bが共に被検出部材31cを検出した
状態では旋回停止手段34に対し旋回停止信号を出力するようになっている。なお、当該旋
回停止位置検出手段31の取付位置は、上記位置以外にも適宜取付け可能である。
【００２４】
このように構成した旋回停止位置検出手段31は、２個の近接センサ31a，31bの取付け間隔
（離間幅）を上記した如く被検出部材31cの被検出領域幅Φに略合致させるよう設定する
ことで、被検出部材31cの被検出領域幅に影響されず、すなわち旋回方向による検出角度
差（例えば、１°以下）がほとんどなく高精度に旋回位置を検出することが可能になるの
である。また、旋回停止手段34の作動に先立ち旋回駆動速度を減速制御する旋回速度規制
手段34を２個のセンサ31a，31bのうちいずれか一方のセンサの検出信号で作動させること
で、別途センサを用意することなく旋回減速制御を行うことが可能になるのである。
【００２５】
36は、一連の旋回停止制御の開始を指令するための指令スイッチである。
【００２６】
次に、当該旋回停止装置の作動について説明する。車載式クレーンを車輌１の運転室２と
荷台３間に格納するには、まず伸縮ブーム６が略水平状態となるまで起仰させた状態にし
て、伸縮ブーム６を最縮小並びにフックブロック11を最巻上げ位置まで巻上げ駆動する。
次に、前記指令スイッチ36を操作した状態で送信器20を操作して伸縮ブーム６を格納旋回
位置Ｓ方向に旋回させる。この旋回駆動により、伸縮ブーム６が格納旋回位置Ｓの手前で
、一方の近接センサ31a（あるいは31b）が被検出部材31cを検出した状態（図３ｂの状態
）になれば、この検出信号を受けたコントローラ30が旋回速度規制手段34を構成する低圧
制御用開閉弁28に対し開弁信号（旋回減速信号）を出力して該弁を開弁させ、主リリーフ
弁24を低圧状態に制御する。これにより、旋回駆動手段12への供給油量の多くが主リリー
フ弁24からタンクにブリードオフされて供給油量が減るので、旋回駆動手段12の駆動速度
が減速されるのである。このため、次の旋回停止手段34による旋回停止時のオーバーラン
を少なくすることができ、停止制御の精度を高めることができるのである。なお、この実
施形態では、旋回速度規制手段34を低圧制御用開閉弁28による主リリーフ弁24の低圧制御
で行う構成としたが、油圧ポンプ14を駆動するエンジン13の回転数を低減することで行う
よう構成してもよい。また、低圧制御用開閉弁28による主リリーフ弁24の低圧制御とエン
ジン13の回転数低減制御を同時に制御することで行うよう構成してもよい。
【００２７】
そして、伸縮ブーム６が格納旋回位置Ｓまで旋回して２個の近接センサ31a，31bが共に被
検出部材31cを検出すれば（図３ｃの状態）、この検出信号を受けたコントローラ30が旋
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回停止手段34を構成するアンロード用開閉弁26に対し開弁信号（旋回停止信号）を出力し
て該弁を開弁させ、主リリーフ弁24をアンロード状態に制御する。これにより、旋回駆動
手段12への圧油供給が断たれるので旋回駆動手段12の駆動が停止するのである。このため
、伸縮ブーム６を正確に格納旋回位置Ｓに停止制御することができるのである。
【００２８】
以上の操作で伸縮ブーム６を精度よく格納旋回位置Ｓに旋回させることができるので、後
は伸縮ブーム６を倒伏駆動して先端下がり状態に格納すればよいのである。
【００２９】
【発明の効果】
本発明の車載式作業機の旋回停止装置は、旋回停止位置検出手段を所定角度幅の被検出領
域を持つ被検出部材と、当該被検出部材の被検出領域に略合致した角度幅だけ離間配置し
両者が同時に作動した時に旋回停止信号を出力する２個の旋回位置検出手段で構成したの
で、旋回方向による検出角度差がほとんどない高精度の旋回位置検出が可能となり、旋回
停止制御を高精度に行うことができるのである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の車載式作業機の旋回停止装置の要部構成を説明する説明図である。
【図２】同、旋回停止位置検出手段の構成を説明する説明図である。
【図３】同、旋回停止位置検出手段の作動を説明する説明図である。
【図４】従来の車載式作業機（車載式クレーン）の説明図（背面図）である。
【図５】同、車載式作業機（車載式クレーン）の説明図（平面図）である。
【図６】同、車載式作業機の油圧制御装置の説明図である。
【図７】同、旋回停止位置検出手段の構成を説明する説明図である。
【符号の説明】
１;車輌、 1a;シャシフレーム、 ２;運転室、 ３;荷台、 ４;クレーン基台、５;旋回ポス
ト、 ６;伸縮ブーム、 ７;ブーム伸縮用シリンダ、８;起伏シリンダ、 10;ウインチ装置
、 11;フックブロック、12;旋回駆動手段、 13;エンジン、 14;油圧ポンプ、 15;旋回制
御弁、16;起伏制御弁、 17;ウインチ制御弁、 18;伸縮制御弁、19，29;遠隔操作装置、 2
0;送信器、 21，30;コントローラ、22，31;旋回停止位置検出手段、 24;主リリーフ弁、 
25，34;旋回停止手段、26;アンロード用開閉弁、27;低圧リリーフ弁、 28;低圧用開閉弁
、31a，31b;旋回位置検出手段（近接センサ）、 31c;被検出部材、35;旋回速度規制手段
、 36;指令スイッチ、
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